
婚姻またはパートナーシップ宣誓から4年以内である（申請日時点）

いいえ はい これから婚姻等をする

転入日は
婚姻等の日よりも…

令和4年4月1日以降に、夫婦またはパートナーの
双方または一方が東海村外から転入した

はい

これから
転入する

婚姻等の日は
転入した日から
6月以内である

はいいいえ

令和4年4月1日以降に、夫婦またはパートナーの
双方または一方が東海村外から転入した

はい

これから転入する

婚姻等の日は、
転入した日から

6月以内（予定）である

転入予定日は
婚姻等の予定日よりも…

後
(婚姻後に転入)

前
(転入後に婚姻)

前
(転入後に婚姻)

後
(婚姻後に転入)

夫婦またはパートナーのいずれも満39歳以下である（申請日時点）

はい

はい

東海村へ転入する際に要した補助対象経費は…

上：「対象者」の主な要件
下：「経費」の主な要件

いいえ

対象外

対象外

対象外

いいえ

対象外

1世帯あたり20万円までは合算での申請も可
（勤務先から手当等の支給を受けている場合は対象費用から控除します）

令和4年4月1日以降に
引っ越し業者または運送業者へ

支払ったものである
（領収書等の日）

令和4年4月1日以降に

賃貸借契約（契約書に署名)し

支払ったものである

令和4年4月1日以降に
工事請負契約／売買契約
（契約書に署名)し
支払ったものである

はい

いいえ
はい はい

契約日は、婚姻等の日よりも…

前
（契約後に婚姻）

後
（婚姻後に契約）

婚姻等の日から
前6月以内に契約したものである

はい

その他、以下の要件をすべて満たす場合に、補助の対象となります

□ ＜住宅取得の場合＞ 引渡しを受けた⽇から起算して1年以内に居住を開始している。
＜賃貸住宅の場合＞ 契約期間満了まで継続して居住する意思がある。

□ 職務上の転勤や出向等を目的とした⼀時的な住⺠登録でない。または施設等への入所に伴う住⺠登録でない。

□ 夫婦またはパートナーの双方が、他の公的制度による引っ越し費⽤や賃貸借初期費⽤、住宅取得費⽤に係る補助を受けていない。
また、過去に本事業の補助を受けていない。

□ 申請年度の前年度の市町村税及び都道府県民税を滞納している者でない。
また，⽣活保護法の規定による保護を受けていない。

□ 東海村暴⼒団排除条例に規定する暴⼒団員等でない。また、条例の規定により禁⽌する暴⼒団の威⼒の利⽤または暴⼒団員等に対する利益の
供与のほか暴⼒団及び暴⼒団員等と密接な関係がない。

対象外

いいえ

対象外

いいえ

対象外

いいえ

対象外

対象要件チェックシートとうかい住まいる応援補助金

住宅取得費用
（新築・建売の購入）

賃貸借初期費用
（敷金/礼金/仲介手数料）

引っ越し費用
（業者等へ支払ったもの）

いいえ

対象外


